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まちの人事をお知らせします

渡部 久美 （行政経営課）

〇行政経営課

主幹兼人口 4000 人戦略推進係長 

しあわせ ・ まちづくり再デザイン特命係長 　　　　（総務課） 

行政経営 ・ 働き方の再デザイン特命係長  （総務課）

財政管財係長    （総務課）

副主査     （産業振興課）

人口 4000 人戦略推進係 （新設）人口 4000 人戦略推進係 （新設）

副主査     

〇産業振興課

課長           （福島県から派遣） 

副課長   

農地係長   （文化生涯学習課）

副主査    （新採用）

〇総務課

課長    （町民課）

総務係長   （町民課）

主査    （行政経営課）

主査    （町民課）

主査    （行政経営課）

 

〇町民課

課長    （行政経営課）

保健福祉係長   

生活環境係長兼ネイチャー    

ポジティブ戦略推進係長 

保健福祉センター副所長  

副主査    （総務課）

主事 （保健師）   （新採用）

ネイチャーポジティブ戦略推進係 （新設）ネイチャーポジティブ戦略推進係 （新設）

主査   

【教育委員会】【教育委員会】

〇教育課

主査    （町民課）

〇文化生涯学習課

生涯学習係長   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一般社団法人ばんだい振興公社派遣）

　　役場関係 （カッコ内は異動前）

〇保育所

主事    （新採用）

【派遣】 ※カッコ内は異動前【派遣】 ※カッコ内は異動前

4 月 1 日付

社会福祉協議会へ派遣 

主任主査   （産業振興課）

会津耶麻町村会へ派遣 

主任主査   （総務課）

福島県から派遣※カッコ内は所属先

（産業振興課）

【新採用】 ※カッコ内は所属先【新採用】 ※カッコ内は所属先

（産業振興課）

（町民課 保健福祉センター）

（保育所）

〇地域おこし協力隊

（教育課）

※協力隊の紹介は５月号に

掲載します
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まちの人事をお知らせします

⾏ 政 区 区 ⻑ 名
妙 法 原
⼤寺⼀区
⼤寺⼆区
⼤寺三区
⼤寺四区
⼤寺五区
⼤寺六区
こぶしケ丘
本 寺

⾏ 政 区 区 ⻑ 名
⼀ の 沢
布 藤
磨 上
六 郎 原
法 正 尻
横 達
⼤ 曲
塩 ノ 原
更科団地

⾏ 政 区 区 ⻑ 名
源 橋
七 ツ 森
⼊ 倉
下 ⻄ 連
上 ⻄ 連
落 合
⾚ 枝

役 職 氏 名

団   ⻑
副 団 ⻑
庶務分団⻑
訓練分団⻑
⼥性広報班⻑

役 職 氏 名

分 団 ⻑
副 分 団 ⻑
庶 務 部 ⻑
訓 練 部 ⻑
機 械 部 ⻑
第 １ 班 ⻑
第 2 班⻑

役 職 氏 名

分 団 ⻑
副分団⻑
庶務部⻑
訓練部⻑
機械部⻑
第１班⻑
第 2 班⻑
第 3 班⻑
第 4 班⻑

役 職 氏 名

分 団 ⻑
副 分 団 ⻑
庶 務 部 ⻑
訓 練 部 ⻑
機 械 部 ⻑
第 １ 班 ⻑

令和 8 年度　磐梯町行政区長

令和 8 年度　磐梯町消防団幹部

【本部】 【第３分団】

【第４分団】

【第１分団】

役 職 ⽒ 名
分 団 ⻑
副 分 団 ⻑
庶 務 部 ⻑
訓 練 部 ⻑
機 械 部 ⻑
第 １ 班 ⻑
第 2 班⻑
第 3 班⻑
第 4 班⻑

【第２分団】

職 名 ⽒ 名

出 張 所 ⻑ （会津坂下消防署柳津出張所）

消防司令補 （会津坂下消防署三島出張所）

消防司令補 （会津若松消防署）

消 防 ⼠ （会津若松消防署）

猪苗代消防署磐梯出張所

職 名 ⽒ 名

出 張 所 ⻑ （会津坂下消防署⾦⼭出張所）

副出張所⻑ （会津坂下消防署三島出張所）

消防司令補 （会津坂下消防署）

消防副⼠⻑ （会津若松消防署）

【転入】 カッコ内は前勤務地

【転出】 カッコ内は転出先勤務地

（敬称略）

※第２分団は令和８年 4 月より
　 ９班から４班に再編成しました
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まちの人事をお知らせします

　学校関係

学校名 職 名 ⽒ 名 転出先

第⼀⼩学校
校 ⻑ 退職
教 諭 柳津⼩
教 諭 熱海⼩

第⼆⼩学校

校 ⻑ 退職

教 諭 城⻄⼩
教 諭 緑ヶ丘⼀⼩

養 護 教 諭 川俣⼩

中 学 校

教 頭 会津教育事務所

養 護 教 諭 たむら⽀援学校
講 師 退職
講 師 退職
主 事 退職
講 師 退職

⾮常勤講師 退職
⾮常勤講師 退職
⾮常勤講師 退職

学校名 職 名 ⽒ 名 前任校

第⼀⼩学校

校 ⻑ 磐梯⻘少年交流の家

教 諭 ⽶⼩
教 諭 新採⽤

⾮ 常 勤 講 師 初任者研修後補充

第⼆⼩学校

校 ⻑ ⼆⼩（転補 特例）

教 諭 蓬莱東⼩

教 諭 桜⼩

養護助教諭 ⽋員補充

中 学 校

教 頭 会北中
教 諭 県教育センター

教 諭 醸芳中
養 護 教 諭 ⻄会津中
講 師 修学休業補
主 事 ⽋員補充

⾮ 常 勤 講 師 免外教科担当解消

⾮ 常 勤 講 師 免外教科担当解消

【転入教職員名簿】 【退職 ・ 転出教職員名簿】

猪苗代消防署磐梯出張所からのお知らせ
☎ 0242-73-3100

令和 8 年 1 ⽉ 1 ⽇から
林野⽕災注意報・警報の運⽤開始
　岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、 林野火災の予防を目的とした 「林野火災注意報 ・ 警報」

の運用が始まりました。

〇林野火災注意報 ・ 警報について

　気象条件が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には 「林野火災注意報」 を発令し、 発令区域内 （森

林及び森林周囲 1km の範囲、 ただし、 積雪がある区域を除く。） には火災予防条例に定める 「火の使用の制限」

について、 努力義務を課すこととなります。 さらに、 林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には、 「林野火

災警報」 を発令し、発令区域内には火災予防条例に定める 「火の使用の制限」 について、義務を課すこととなります。

〇林野火災注意報の発令基準

　1 月 1 日から 5 月 31 日までの期間において、 以下の （1） 又は （2） のいずれかの条件に該当する場合

　（1） 前 3 日間の合計降水量が 1 ㎜以下かつ前 30 日間の合計降水量が 30 ㎜以下　

　（2） 前 3 日間の合計降水量が 1 ㎜以下かつ乾燥注意報が発表された場合

　※ただし、 降雨または降雪の場合はこの限りではありません。

〇林野火災警報の発令基準

　1 月 1 日から 5 月 31 日までの期間において、 林野火災

注意報の発令基準に加え、 強風注意報が発表された場合。

〇林野火災注意報 ・ 警報が発令された場合の　

「火の使用の制限」 及び罰則について

 消防法第 22 条第 4 項及び火災予防条例第 29 条の規

程により、以下のとおり 「火の使用の制限」 がかかります。
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産業振興課 農林係 　　　☎ 0242-74-1217

会津よつば農業協同組合磐梯支店　☎ 0242-73-2323

福島県農業共済組合会津支所 　　　 ☎ 0241-28-1111

◆問い合わせ先　　磐梯町防霜対策本部

防 霜対策本部が設置されました
３⽉ 23 ⽇（⽉）磐梯町防霜対策本部を設置しました。
農作物の凍霜害を未然に防⽌するため、気象情報（霜注意報）

に注意し、被害に遭わないよう⼗分な管理を⾏ってください。
３⽉ 23 ⽇（⽉）から 5 ⽉ 31 ⽇（⽇）まで設置されますので、

期間中被害が発⽣した際は、対策本部（町産業振興課）または
会津よつば農業協同組合磐梯⽀店、福島県農業共済組合会津⽀
所）まで報告願います。  

磐

鈴

梯神社の⾈引き祭りと巫⼥舞

⽊さんに叙勲伝達

 3 ⽉ 20 ⽇（⾦）磐梯神社で県重要無形⺠俗⽂化財である「磐梯神
社の⾈引き祭りと巫⼥舞」が開催されました。
 伝統の「榊の舞」「⼸の舞」「太⼑の舞」の巫⼥舞に続いて、「磐梯
明神舞」が奉納されました。
 ⽶俵 3 俵を重ねた飯⾈（いいふね）と呼ばれる⽊⾈に縄をつけ、
⽒⼦が引き合いその年の作柄を占う神事「⾈引き祭り」では、東が勝
利し今年の⽶は「豊作」という結果が出ました。 

 ３⽉ 19 ⽇（⽊）役場において さん（本寺）に対する⾼
齢者叙勲（旭⽇単光章）の伝達が⾏われました。
 鈴⽊さんは、昭和 62 年から３期 12 年にわたって町議会議員をつ
とめ、地⽅⾃治発展のために尽⼒されました。伝達式は町⻑同席のも
とで⾏われ、県会津地⽅振興局次⻑から鈴⽊さんに勲章及び勲記が⼿
渡されました。

激励⾦を交付しました

①磐梯ブラックダイヤモンズ U12

第57回マクドナルド全国ミニバスケットボー

ル大会出場

② くん

第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大

会　男子5000m競歩の部に出場① ②
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◆
一
般
会
計
の
概
要

令
和
８
年
度
は

「
総
合
計

画
後
期
基
本
計
画
」
の
最
終

年
度
で
あ
り
、
ビ
ジ
ョ
ン
に

掲
げ
る

「
自
分
た
ち
の
子
や

孫
た
ち
が
暮
ら
し
続
け
た
い
、

魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
の

た
め
、
各
種
取
組
を
具
体
的

に
具
現
化
す
る
予
算
編
成
を

行
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

財
政
見
通
し
に
つ
い
て
は
、

現
行
施
設
の
老
朽
化
に
よ
る

維
持
管
理
経
費
の
増
加
、
物

価
高
騰
に
よ
る
物
件
費
や
工

事
費
の
増
加
、
人
件
費
の
高

騰
な
ど
に
よ
り
、
使
い
道
の

自
由
な
経
常
一
般
財
源
は
少

な
く
、
引
き
続
き
厳
し
い
財

政
状
況
が
続
く
こ
と
が
想
定

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
令
和
８

年
度
当
初
予
算
に
つ
い
て
は

「
磐
梯
町
町
民
の
幸
せ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
さ
ら
な
る
推
進
」

や

「
多
様
性
と
包ほ

う
せ
つ
せ
い

摂
性
を
重

視
し
た
教
育
環
境
の
整
備
」、

「
町
民
の
皆
様
を
は
じ
め
と

し
た
多
様
な
人
び
と
・
企
業

等
と
の
共
創
・
協
働
」
な
ど
、

 特別会計の予算総額   
 
◇国民健康保険特別会計 4億 1,919万円

◇後期高齢者医療特別会計 6,289万円

◇介護保険特別会計 5 億 5,763万円

◇公団分収造林特別会計 2万円

◇水道事業会計　　　

　　　　　　　　　　収益的収入 1億 4,823万円

　　　　　　　　　　収益的支出 1億 5,270万円

　　　　　　　　　　資本的収入 21,196万円

　　　　　　　　　　資本的支出 22,519万円

◇下水道事業会計　　　

　　　　　　　　　　収益的収入 1億 8,300万円

　　　　　　　　　　収益的支出 2億 3,943万円

　　　　　　　　　　資本的収入 23,938万円

　　　　　　　　　　資本的支出 23,938万円

町税の内訳

固定資産税 5 億 0,084 万円　　

町民税  2 億 1,450 万円　　

入湯税　　　　1,190 万円

軽自動車税　　1,271 万円

町たばこ税 　 1,580 万円

総額 56 億円

子
や
孫
た
ち
が
本
町
に
暮
ら

し
続
け
た
い
と
思
え
る
ま
ち

づ
く
り
の
、
よ
り
一
層
の
深

化
の
た
め
の
予
算
編
成
を
行

い
ま
し
た
。

◆
歳
入

歳
入
に
つ
い
て
は
、
町

税

は

前

年

度

比

で

約

４
千
８
百
万
円
の
増
収
を
見

込
ん
で
お
り
、
地
方
交
付
税

は
、
国
の
地
方
財
政
計
画

や
令
和
７
年
度
の
交
付
実
績

を
勘
案
し
、
前
年
度
比
で

８
千
７
百
万
円
の
増
、
国
県

支
出
金
は
約
６
千
２
百
万
円

の
減
収
を
見
込
ん
で
お
り
ま

す
。町

の
貯
金
で
あ
る
基
金
の

取
崩
し
に
つ
い
て
は
、
前
年

度
比
で
約
２
億
２
百
万
円
の

減
額
、
町
の
借
金
で
あ
る
町

債
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
と

比
較
し
て
約
３
百
万
円
の
減

額
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

歳入
5,664,565 千円 （単位：千円）
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主なる事業

歳出
5,664,565 千円

令和８年度一般会計予算
◆
歳
出

歳
出
に
つ
い
て
は
、
商
工

費
が
物
価
高
騰
対
応
生
活

応
援
商
品
券
配
布
事
業
等
に

よ
り
約
４
千
２
百
万
円
の
増

額
、
教
育
費
が
認
定
こ
ど
も

園
整
備
事
業
や
小
学
校
照
明

器
具
L
E
D
化
改
修
事
業
等

に
よ
り
約
３
億
４
千
７
百
万

円
の
増
額
を
見
込
ん
で
い

る
一
方
、
衛
生
費
が
保
健

医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
改
修

事
業
の
完
了
等
に
よ
り
約

２
億
３
千
２
百
万
円
の
減

額
、
公
債
費
が
約
９
百
万
円

の
減
額
を
見
込
ん
で
お
り
ま

す
。歳

出
の
主
な
る
事
業
を
下

記
に
記
載
し
て
ご
ざ
い
ま
す

が
、
予
算
編
成
に
あ
た
っ
て

は
緊
急
性

・
優
先
度
を
考
慮

し
、
重
点

・
選
別
化
を
念
頭

に
、
総
合
計
画
に
掲
げ
る
ビ

ジ
ョ
ン
の
実
現
に
向
け
た
政

策
を
執
行
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

一人あたり

予算額 182 万円

税負担額 24 万円

一世帯あたり

予算額 472 万円

（単位：千円）

21.1%

3.5%
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⼀
般
会
計
の
３
⽉
末
に
お
け

る
最
終
予
算
は
︑
約
68
億
円
と

な
り
︑
当
初
予
算
か
ら
の
伸
び

率
は
︑
２
０
．４
％
に
な
り
ま

し
た
︒

 

下
半
期
の
主
な
補
正
の
内
容

は
︑歳
⼊
で
は
町
税
や
寄
付
⾦
︑

地
⽅
交
付
税
等
が
増
額
さ
れ
ま

し
た
︒
歳
出
で
は
道
路
新
設
改

良
費
や
ふ
る
さ
と
納
税
推
進
費

等
が
増
額
さ
れ
ま
し
た
︒

 

令
和
７
年
度
下
半
期
に
お
い

て
予
算
額
が
増
額
と
な
っ
た
主

な
要
因
は
︑
ふ
る
さ
と
寄
附
⾦

の
増
収
に
伴
う
費
⽤
・
基
⾦
積

⽴
⾦
の
増
︑
国
補
正
予
算
成
⽴

に
よ
る
国
庫
補
助
⾦
・
町
債
の

増
と
︑
そ
れ
に
伴
う
道
路
新
設

改
良
費
等
の
増
に
よ
る
も
の
で

す
︒

 

町
税
や
地
⽅
交
付
税
等
の
増

収
分
に
つ
い
て
は
︑
将
来
に
向

け
た
健
全
な
財
政
運
営
を
⾏
う

べ
く
︑
財
政
調
整
基
⾦
へ
の
積

⽴
に
充
当
し
ま
し
た
︒

款 当初予算額 ９月末現在 最終予算額

 1. 町税 707,254 797,792 895,562

 2. 地方譲与税 24,473 24,473 29,448

 3. 利子割交付金 100 100 214

 4. 配当割交付金 800 800 800

 5. 株式等譲渡所得割交付金 400 400 400

 6. 法人事業税交付金 6,300 6,300 7,412

 7. 地方消費税交付金 99,000 99,000 112,889

 8. ゴルフ場利用税交付金 4,500 4,500 4,500

 9. 自動車取得税交付金 1 1 1

10. 環境性能割交付金 1,800 1,800 2,262

11. 地方特例交付金 1,500 2,191 2,299

12. 地方交付税 1,713,000 1,733,910 1,862,924

13. 交通安全対策特別交付金 1 1 1

14. 分担金及び負担金 2,405 2,405 2,405

15. 使用料及び手数料 36,826 36,826 33,210

16. 国庫支出金 385,659 416,050 561,458

17. 県支出金 250,418 346,451 279,981

18. 財産収入 5,189 5,989 17,463

19. 寄附金 500,004 502,274 691,699

20. 繰入金 933,355 1,168,012 1,228,404

21. 繰越金 50,000 193,065 193,065

22. 諸収入 32,082 35,395 40,296

23. 町債 912,800 795,800 860,100

合計 5,667,867 6,173,535 6,826,793

款 当初予算額 ９月末現在 最終予算額

 1. 議会費 65,611 65,611 64,525

 2. 総務費 1,243,688 1,266,273 1,393,264

 3. 民生費 683,109 693,611 708,768

 4. 衛生費 427,082 394,557 413,480

 5. 農林水産業費 357,426 391,152 380,806

 6. 商工費 135,610 151,057 144,643

 7. 土木費 598,372 624,851 842,728

 8. 消防費 273,317 277,588 291,726

 9. 教育費 940,446 1,096,391 1,072,404

10. 災害復旧費 19 170,900 47,485

11. 公債費 648,910 648,910 649,110

12. 諸支出金 288,277 385,276 810,686

13. 予備費 6,000 7,358 7,358

合計 5,667,867 6,173,535 6,826,793

（単位：千円）

（単位：千円）

一般会計歳入

一般会計歳出

令和８年３月末現在
お知らせします　令和８年 3 月現在
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特別会計
会計名 当初予算額 ９月末現在 最終予算額 下半期における補正の主な内容

国民健康保険特別会計 423,850 431,757 397,240 療養給付費の減

後期高齢者医療特別会計 51,675 56,863 58,246 保険料の増

介護保険特別会計 557,653 656,041 632,148 介護サービス給付費の減

公団分収造林特別会計 24 24 24

水道事業会計

収益的収入 145,496 145,496 145,496

収益的支出 142,073 146,829 147,390 施設修繕費の増

資本的収入 20,590 20,590 15,097 国庫補助金の減

資本的支出 123,359 123,359 173,359 配水管布設替工事費の増

下水道事業会計

収益的収入 200,486 204,946 205,206 補助金の増

収益的支出 261,384 265,844 266,104 人件費の増

資本的収入 218,658 243,658 197,231 企業債・補助金の減

資本的支出 218,658 243,658 197,231 建設改良費の減

（単位：千円）

（単位：千円）（単位：千円）

下半期における一般会計補正予算の主な内容

歳出歳入

まちの財政状況を
令和７年度
下半期

 ▲ （仮称） ばんだい認定こども園安全祈願祭 ▲磐梯町横断歩道橋補修工事
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≪４月 ・ ５月の休館日≫

＊公民館 ・ 体育館休館日＊

【4月】 19日（日）・27日（月）

【5月】 17日（日）・25日（月）

＊体育館のみ休館日＊

【４月】30日（木）【５月】7日（木）

⽣涯学習通信
◆磐梯町中央公民館 （文化生涯学習課）
☎ 0242-73-2017

〜中央公⺠館の利⽤について〜
■申込⽅法■
・電話等で空き状況を確認してから申請すること。
・使⽤する⽇の３⽇前までに、使⽤許可申請書を提出すること。

■使⽤可能⽇時■
・休館⽇（年末年始も含む）以外の午前 9︓00 から午後 9︓00 まで

■利⽤料⾦■
・⼀度に使⽤する⼈数の半数以上が町⺠の場合は使⽤料が無料になります。
・町内者が半数未満の料⾦につきましては、公⺠館窓⼝か町公⺠館条例をご確認ください。

〜公⺠館図書の利⽤について〜
●対象者︓図書利⽤登録カードに登録された⽅
●登録⽅法︓平⽇の午前８時半〜午後５時
      住所の分かる⾝分証を持参し、公⺠
      館に申請 ※休館⽇を除く
●貸出冊数︓１⼈１回につき３冊まで
●貸出期間︓１⼈１回につき２週間まで

各種講座参加者募集中♪者

磐梯大学

▶磐梯町民で６０歳以上の方

▷４月１日 （水） ～随時受付

健康講座
( らくらく体操 )

▶磐梯町民 ・ 町内勤務者

▷４月１日 （水） ～随時受付

※定員３０名 （先着順）

▶磐梯町民 ・ 町内勤務者　　

▷５月１５日～６月１２日まで受付

磐梯の文化遺産
ワークショップ
▶磐梯町民 ・ 町内勤務者

▷４月１日 （水） ～随時受付

者者者者者者者

ものづくり講座 ( 一閑張り）
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休館日

※レッスンの会場や持ち物など、詳細についてはお問い合わせください。

磐梯町ふれあいセンターからのお知らせ
☎ 0242-73-3617☎ 0242-73-3617

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

19:30-20:20
ZUMBA

19:00-20:30
SPECIAL ZUMBA

19:30-20:20
ZUMBA

19:30-20:00
体幹トレーニング

19:30-20:00
小筋群トレーニング

19:30-20:00
脂肪燃焼サーキット

トレーニング

19:30-20:15
腹筋トレーニング

19:30-20:15
腹筋トレーニング

19:30-20:15
腹筋トレーニング

19:15-20:00
桃尻

19:15-20:00
桃尻

19:15-20:00
桃尻

19:00-19:30
リズムであそぼ♪
（親子レッスン）

19:00-19:30
みんなでストレッチ♪

（親子レッスン）

19:00-19:30
リズムであそぼ♪
（親子レッスン）

19:30-20:15
下半身トレーニング

19:30-20:15
下半身トレーニング

19:30-20:15
下半身トレーニング

開館時間 10:00 ～ 21:00

休館日 第１月曜日

料金 〇トレーニング室 （１日） 町民 500 円 ・ 町外 800 円

〇レッスン （１回）  　　　　町民 500 円 ・ 町外 800 円

〇プール                     町民無料 ・ 町外 500 円

〇フリーパス （全ての施設が何回でも利用可能）　5,170 円 / 月　　　　　　　　　　

◆ふれあいセンターについて

４月の

レッスン

Instagram ホームページ

 上下⽔道料⾦算出のため、毎⽉ 24 ⽇
に検針員が⽔道メーターの検針に伺い
ます。
 ただし、冬期間（12 ⽉から３⽉）は
積雪により検針が困難であるため⾏っ

ていません。４⽉からの検針をスムーズに⾏うため次
のことにご協⼒をお願いします。

〇⽔道メーターが⼊っているメーターボックスの上には
 物を置いたり⾞を駐⾞したりしないでください。
〇メーターボックスの周りや中はいつもきれいにして
 おいてください。
〇⽝はメーターボックスや出⼊⼝から離してつないで
 ください。
〇増改築などで、メーターボックスが床下や屋内に
 なってしまう場合は移設してください。

⽔道メーターの検針にご協⼒ください
　　　建設課上下水道係　☎ 0242-74-1228　　問

毎週金曜日　親子レッスン♪

お子様と一緒にご参加 OK ♪

参加料 ： 親子で 1 回 500 円

　　　　　　　（税込）
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地域包括⽀援センターだより
   ☎ 0242-73-3530磐梯町地域包括支援センターについて

 磐梯町地域包括⽀援センターは、磐梯町デイサービスセンター瑠璃の⾥の隣にあります。
 ⾼齢者の住⺠の⽅が、住み慣れた地域で安⼼して⽣活できるよう、介護保険の申請の相談や病気やケガ
で今まで出来ていたことが出来なくなってきた場合などの相談の窓⼝になっています。
 介護予防で運動をしたい、認知症が気になるなど皆さんの「どこに相談したらいいのかな︖」があれば、
磐梯町医療センターの帰りにでも、お電話でも、磐梯町地域包括⽀援センターにお気軽にお話しにいらし
てください。
 また、各地区の集会所などに職員が出向き、福祉や介護予防
についての出前講座を開催しております。
 講座の内容については認知症予防や介護予防、介護保険制度
についてなど、時間は 1 時間半〜 2 時間程度が⽬安です。
 その他にも地域のみなさまの福祉、介護、健康などについて
町⺠のみなさまの「知りたい、聞きたい」ことをテーマとして
取り上げ、対応することも可能です。こちらも、お気軽にご相
談ください。

保健福祉センターだより
☎ 0242-73-3101ばんだいネウボラセンター相談事業のご案内

臨床⼼理⼠（⼼理⼠）への相談
〜 来所⽇〜
〇こどもの健診（奇数⽉第２⽊曜⽇）
〇何でも健康相談（奇数⽉第１⽔曜⽇）
〇５歳児健診（年２回） 
※ それぞれ別のスタッフが対応します

〜 相談内容〜
「ことばが遅い」「落ち着きがない」 
「かんしゃくがある」「⼼配事がある」
「気持ちが落ち込む」 「話を聞いてほし
い」「怒ってばかり」

など

作業療法⼠への相談
〜 来所⽇〜
〇あそびの教室（年３回）
２歳頃〜 未就学児対象
〇こども発育発達勉強会（不定期）
町内施設の巡回相談・個別相談
〇５歳児健診（年２回）

〜 相談内容〜
「ことばが遅い」「かんしゃくがある」
「お友達との関わりが上⼿くいかない」
「学習⾯の⼼配」「登園、登校しぶり」
「集中⼒がない」「乱暴な⾔動がある」
「こどもとの関わり⽅が分からない」  など

 ばんだいネウボラセンターでは、妊産婦さん、乳幼児から 18 歳までのお⼦ ばんだいネウボラセンターでは、妊産婦さん、乳幼児から 18 歳までのお⼦
さんを⼦育て中の保護者さんの相談をお受けしています。さんを⼦育て中の保護者さんの相談をお受けしています。
 保健師・助産師のほか、「臨床⼼理⼠（⼼理⼠）」「作業療法⼠」への相談を 保健師・助産師のほか、「臨床⼼理⼠（⼼理⼠）」「作業療法⼠」への相談を
することもできます。相談希望があれば、ばんだいネウボラセンター（保健福することもできます。相談希望があれば、ばんだいネウボラセンター（保健福
祉センター） までご連絡ください。相談可能な⽇程をご連絡いたします。祉センター） までご連絡ください。相談可能な⽇程をご連絡いたします。
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【令和 8 年度 磐梯町医療センター外来診療体制について】

◆内科 ・ 小児科 ・ 歯科 （予約制）◆内科 ・ 小児科 ・ 歯科 （予約制）

　　　　診療時間診療時間 午前８時 30 分から正午 （受付 ： 午前 11 時 30 分まで） 午前８時 30 分から正午 （受付 ： 午前 11 時 30 分まで）

  午後２時から６時 （受付 ： 午後 5 時 30 分まで）  午後２時から６時 （受付 ： 午後 5 時 30 分まで）

　　　　休 診 日休 診 日 水曜午後、 第１ ・ ３ ・ ５土曜午後、 第２ ・ ４土曜日、 日曜日、 祝日 水曜午後、 第１ ・ ３ ・ ５土曜午後、 第２ ・ ４土曜日、 日曜日、 祝日

  ※救急診療に対応できるよう、 ３６５日２４時間　医師は常駐または宅直しています。  ※救急診療に対応できるよう、 ３６５日２４時間　医師は常駐または宅直しています。

  （来院の際は事前に☎０２４２-73-2110 まで連絡をお願いします。）  （来院の際は事前に☎０２４２-73-2110 まで連絡をお願いします。）

  ※発熱外来 （プレハブ） も設置しております。 事前連絡をお願いします。  ※発熱外来 （プレハブ） も設置しております。 事前連絡をお願いします。

  ※入院 （内科系） も可能です。  ※入院 （内科系） も可能です。

◆整形外科 （予約制）◆整形外科 （予約制）
　　　　診療時間診療時間 毎週木曜日 午後２時～６時 （受付 ： 午後 5 時 30 分） 毎週木曜日 午後２時～６時 （受付 ： 午後 5 時 30 分）

【医療体制】

常 勤 医 師  屋
や し ま

島 治
は る み つ

光 　センター長 ・ 老健施設長

常 勤 医 師  長
な が の

野 展
の ぶ ひ さ

久 　日本脳神経外科学会認定専門医 ・ 日本消化器内視鏡学会専門医

　　　　　　　　　　　　　　　　※月曜 （終日） ・ 　土曜 （午前） は不在となります。

　常勤歯科医師 茂
も ろ

呂 有
ゆ う じ

司

非常勤医師

　＜整 形 外 科＞ 竹田綜合病院 　山
や ま だ

田 登
のぼる

 　竹田綜合病院 　　 鈴
す ず き

木 一
か ず あ き

瑛

　＜内 科＞ 竹田綜合病院 　田
た な べ

部 宗
も と は る

玄 　女川町地域医療センター　齋
さ い と う

藤 充
みつる

　   竹田綜合病院 　池
い け だ

田 翔
しょうへい

平

　＜循環器内科＞ 会津医療センター 　菅
す が い

井 善
よ し な お

尚 　会津医療センター　 星
ほ し の

野 弘
ひ ろ た か

尊

　＜歯 科＞ 奥羽大学歯学部附属病院より１名 （木曜のみ）

曜 日 時 間 月 火 水 木 金 土 日

第 1 週
午前

屋島

屋島 ・ 長野 屋島 ・ 長野

屋島

・

長野

屋島 ・ 星野 屋島 ・ 齋藤

休診

午後 田部 ・ 長野 休診 屋島 休診

第 2 週
午前 屋島 ・ 長野 屋島 ・ 長野 屋島

休診
午後 田部 ・ 長野 休診 屋島 ・ 池田

第 3 週
午前 屋島 ・ 長野 屋島 ・ 長野 屋島 ・ 菅井 屋島

午後 田部 ・ 長野 休診 屋島 休診

第 4 週
午前 屋島 ・ 長野 屋島 ・ 長野 屋島

休診
午後 田部 ・ 長野 休診 屋島 ・ 池田

第 5 週
午前 屋島 ・ 長野 屋島 ・ 長野

屋島
屋島

午後 田部 ・ 長野 休診 休診

◎⽉間医師勤務予定表

※緊急時の不在や、 勤務日の変更がある場合がございますので、 予めご了承ください。

◆予約 ・ 問い合わせ先　磐梯町医療センター☎ 0242-73-2110
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３⽉ 16 ⽇（⽉）磐梯町交流館において 17 名の協⼒隊員
および集落⽀援員の活動報告が開催され、町内外から多くの
⽅に参加いただきました。

様々な背景を持った協⼒隊の皆さんが、農業⽀援や地域と
の交流、移住定住の促進や海外でのＰＲ活動など多岐にわた
る分野で、⾃⾝のミッションを達成するため活動してきたそ
れぞれの 1 年間を報告しました。

令和８年３⽉で卒隊する７名の隊員からは、活動報告に加
えて今後の進路や関係者への感謝の⾔葉が述べられました。

卒隊されたみなさん、⼤変お疲れ様でした。

磐梯町地域おこし協⼒隊活動報告会

３⽉ 16 ⽇（⽉）磐梯町交流館において 17 名の協⼒隊員
および集落⽀援員の活動報告が開催され、町内外から多くの
⽅に参加いただきました。

様々な背景を持った協⼒隊の皆さんが、農業⽀援や地域と
の交流、移住定住の促進や海外でのＰＲ活動など多岐にわた
る分野で、⾃⾝のミッションを達成するため活動してきたそ
れぞれの 1 年間を報告しました。

令和８年３⽉で卒隊する７名の隊員からは、活動報告に加
えて今後の進路や関係者への感謝の⾔葉が述べられました。

卒隊されたみなさん、⼤変お疲れ様でした。

磐梯町地域おこし協⼒隊活動報告会

▲西山 求さん

▲五味 治馬さん

▲石内 圭一さん

＜卒隊された皆さん＞

▲細井 航さん

▲田中 真之さん

▲武山 佳奈枝さん

▲永山 雅隆さん

◀地域おこし協力隊
  note

◀地域おこし協力隊
　紹介ページ

報告会は町公式 YouTube チャン

ネルでご覧になれます。

氏名 発表タイトル

浪岡 由依 令和７年度振り返り

竹下 聡 地域おこしと鳥獣被害対策

 武山 佳奈枝 （卒隊）
磐梯町へ移住してみて～仕事と

暮らし～

 小林 由季  1 年目の振り返り

五十嵐 信一 二年目の振り返り

後藤 涼子（集落支援員） 共生社会と共創協働のまちづくり

富澤 竹三郎 海外との経済交流

 富澤 艾利 磐梯町台湾愛着交流

 遠藤 幸次 「食」 を通じた磐梯町の魅力造り

早川 幹大
海外インバウンド誘致。 会津 ・

磐梯のプロモーション

 水戸 智子
文化財 ‐ 地域とともに守り、 伝える

活動報告 ‐

上杉 哲哉
行政経営と職員の働き方の再デ

ザインに向けた例規総点検

永山 雅隆 （卒隊）

定住に向けた 3 ヵ年計画 （第 3

ステージ） ～自分にできる地域

貢献と恩返し～

 西山 求 （卒隊）
まなびときばんだいと卒隊後の活動

について

 田中 真之 （卒隊） 3 年間の活動報告

 細井 航 （卒隊）
活動報告 ・ 地域文化としての狩

猟の実践

 石内 圭一 （卒隊）
磐梯町 / 会津を通した外国人誘

客の状況

五味 治馬 （卒隊） 3 年間の振り返り

報告者と発表タイトル
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   医療センターだより
内科　長野展久　　　☎ 0242-73-2110オイルファーストでいこう

これまでさんざん悪者扱いされてきた「脂質」にようやく光が差しています。
そもそも脂質 1g 当たりのカロリーは９kcal と糖質４kcal の倍以上、健康診断で中性
脂肪が⾼ければ油ぶんを減らしなさいと説教され、ロースかつよりヒレかつ、ステー
キの脂⾝はさけて、コレステロールを気にして卵も控えるなど、涙ぐましい努⼒を重
ねてきました。
脂質が⾝体によくないとされたのは今から 50 年前。脂質をたくさん取っている国で
は⼼臓病が多かった、という研究結果をもとに、脂質が悪いだろうということで⽬の
敵にされたのが始まりです。それ以降アメリカでは脂質を減らし糖質を増やす⾷事が

推奨されましたが、その結果が「肥満⼤国アメリカ」という何とも⽪⾁な現実でした。
ところがその後の研究で脂質の役割が⾒直され、肥満の直接原因は脂質ではなく「⾷べ過ぎた糖質」が主役で
した。脂質を減らしても動脈硬化は予防できず、脂質制限⾷ばかり⾷べていると⼼臓病を助⻑し死亡率の上昇
につながることまでわかりました。さらに、⾷事で脂質を先にとる「オイルファースト」によりインクレチン
というホルモンが分泌され、そのあとで糖質を⾷べても⾎糖値上昇が最⼩限に抑えられ、⾷欲をおさえるホル
モンも活性化されていたのです。
皆さん、いかがですか。過去の常識はひとまずわきに置いて、オリーブオイルやバター、美味しいお⾁を先に
⾷べ、最後に糖質という「カーボラスト」をぜひ試してみてください。

国民年金保険料学生納付特例の申請について　　　　
　　　　　　　　       町民課 生活環境係☎ 0242-74-1215

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

                    町民課 生活環境係☎ 0242-74-1215

　老齢基礎年金を受け取るためには、 原則として保

険料の納付済期間等が合計 10 年以上必要となり、

学生納付特例制度の承認を受けた期間は、 この 10

年以上という老齢基礎年金の受給資格期間には算入

されますが、 将来受け取る老齢基礎年金の金額には

反映されません。

　このため、 将来、 満額の老齢基礎年金を受け取る

ために、 10 年以内であれば保険料を納付 （追納）

することができる仕組みとなっています。

※保険料の後払い （追納） は、 保険料が高くなるこ

とはあっても、 安くなることはありません。

○障害基礎年金等との関係

　障害や死亡といった不測の事態が生じた際に、 そ

の事故が発生した月の前々月までの被保険者期間の

うち保険料納付済期間 （保険料免除期間を含む） が

3 分の 2 以上ある場合、 又はその事故が発生した月

の前々月までの 1 年間に保険料の未納がない場合に

は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、

学生納付特例制度の承認を受けている期間は、 保険

料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりま

すので、 万が一のときにも安心です。

令和 8 年 4 ⽉分から令和 9 年 3 ⽉分までの国⺠
年⾦保険料は、⽉額１７，９２０円⽉額１７，９２０円です。

保険料は、⽇本年⾦機構から送付される納付書に
より、現⾦、⼝座振替、クレジットカード、Pay-
easy 等による納付に加え、スマートフォンアプリ
による納付もできます。

⽇本年⾦機構では、国⺠年⾦保険料を納付期限ま
でに納めていただけない⽅に対して、電話・⽂書・
訪問により早期に納めていただくよう案内を⾏って
おります。

未納のまま放置されると、強制徴収の⼿続きに
よって督促を⾏い、指定された期限までに納付が無
い場合は、延滞⾦が課されるだけでなく、納付義務
のある⽅の財産が差し押さえられることがあります
ので、早めの納付をお願いします。

所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、
保険料が免除・猶予される制度がありますので、役
場の国⺠年⾦窓⼝へご相談するようお願いします。
※納付義務者は被保険者本⼈、連帯して納付する義
務を負う配偶者及び世帯主です。
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■町の人口 人 　 口 3,080 人 

　　  男　 １, ５26 人 

　    女　 １, 554 人

世帯数 １,191 世帯

転入    　19 人 / 転出　33 人

出生 　     1 人 / 死亡　  6 人

（令和８年 3 月 31 日現在）

■今月の納期

4月30日 （木）
固定資産税 １期

上下水道料金お忘れなく！

※イベント等は⽇時や予定が変更となる
 場合があります。

■戸籍の窓口 （3 月期 敬称略）

〇誕⽣おめでとうございます
⽇付  お名前（保護者） ⾏政区
3/ 4    源橋 

●お悔み申し上げます
⽇付  お名前  ⾏政区
3/16     落合 
3/23     布藤
3/31     ⼤寺五区

 「令和 8 年度ミクロネシア諸島⾃然体験交流事
業」として、ミクロネシア諸島の国々の⻘少年が
来⽇し、6 ⽉ 18 ⽇（⽊）から 22 ⽇（⽉）まで
国⽴磐梯⻘少年交流の家や周辺地域で様々な交流
活動をします。
 国⽴磐梯⻘少年交流の家では、以下のとおりホ
ストファミリーを募集します。

〇受⼊期間
6 ⽉ 20 ⽇（⼟）〜 21 ⽇（⽇）の 1 泊 2 ⽇

〇募集家族
・15 家族程度（１家族１〜２名の参加者を受⼊）
・国⽴磐梯⻘少年交流の家から⾞で⽚道１時間程
度の場所にお住まいのご家族
※応募者多数の場合の調整あり

〇募集期間
４⽉１⽇（⽔）から４⽉ 30 ⽇（⽊）まで

〇申込⽅法
web 申込フォーム https://forms.offi  ce.com/r/
TVRJfBYrbR または下記⼆次元コードから申込く
ださい

〇備考
事前にホストファミリー説明会を開催する予定で
す。

〇問い合わせ先
国⽴磐梯⻘少年交流の家 
☎ 0242-62-2530（8︓30 〜 17︓15） 
メール︓bandai@niye.go.jp

ホストファミリーを募集します

◀専用申込フォーム

 こども家庭庁では、毎年５⽉５⽇から１週間を
「こどもまんなか児童福祉週間」として、児童福祉
の理念の普及・啓発のための様々な事業や取り組み
を実施しています。

標語
「いこうぜ︕みんな キラキラのあしたへ ゴーゴゴー︕」

こどもまんなか児童福祉週間
　　　　　町民課 保健福祉係 ☎ 0242-74-1215

標語
「いこうぜ︕みんな キラキラのあしたへ ゴーゴゴー︕」

　　問

※お名前の掲載を希望されない⽅は、届出の際に窓⼝までご連絡ください。
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４⽉は児童⼿当の⽀給⽉です
  町⺠課 保健福祉係 ☎ 0242-74-1215

 児童⼿当の定時払い（２，４，６，８，１０，１２⽉）の
⽀払通知書は廃⽌となりましたので、⽀払⽇以降
に申請時に登録した⼝座をご確認ください。

   ⽀給⽇︓4 ⽉ 10 ⽇（⾦）    

問

〇募集コース・募集定員
・テクニカルオペレーション科（機械 CAD ⽣産サポートコース） 
  定員 12 名
・電気設備技術科（電気設備技術コース）
 定員 15 名

〇訓練期間 令和８年６⽉２⽇（⽕）から
       11 ⽉ 27 ⽇（⾦）まで
〇 対 象 者 公共職業安定所に求職登録されてい
  る⽅で、職業訓練の受講が望ましい
  と判断された⽅
〇募集期間 令和８年５⽉ 8 ⽇（⾦）まで
〇 選 考 ⽇ 令和 8 年 5 ⽉ 12 ⽇（⽕）
〇申込⽅法 最寄りのハローワーク窓⼝でご相談
  の上、受講申込書（縦 40mm ×横
       30mm の写真を１枚貼付）お申し込
       みください。

施設⾒学会
〇毎週⽔曜⽇ 14:00 〜 15:45
〇申込⽅法 最寄りのハローワークまたはポリテ
  クセンター会津へご連絡ください。

※訓練のお申し込みの前に施設⾒学会に参加される
ことをお勧めしています

ポリテクセンターからのお知らせ
　　　ポリテクセンター会津　訓練課

　　　☎ 0242-26-0520

　　問

 ⽼⼈クラブ等の地域活動団体のサポーターを養
成する講座です。
団体の運営⽅法やパソコン、ニュースポーツ等を
学ぶことができます。

〇開講期間 令和 8 年 7 ⽉ 24 ⽇〜 12 ⽉ 11 ⽇
      （⽉２⽇、延べ 12 ⽇間）
〇会場   会津若松市⽂化センター 他
〇受講料  年額 2,000 円
〇応募締切 令和８年６⽉ 30 ⽇（⽕） ※先着順

< 令和 8 年度受講⽣募集 > 
シニア活動サポーターズカレッジ
  公益財団法⼈福島県⽼⼈クラブ連合会
      ☎ 024-523-2131
問 
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皆さんからの作品を募集しています。 掲載を希望される方は下記までご連絡ください。

◆行政経営課 磐梯弘報担当　☎０２４２- ７４- １２１１
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8 年 7 年
死亡事故 0 1

増減 -1
⼈⾝事故 2 3

増減 -1

交通事故発生状況

犯罪発生状況

【磐梯町内の犯罪 ・ 交通事故発生状況 （猪苗代警察署調べ）】
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◎シートベルトには事故被害軽減に大きな効果が

あります。 助手席、 後部座席も着用しましょう。

◎夜間歩いて外出する際は、 必ず夜光反射材を

身に着けましょう。

※ 「空き巣、 忍び込みなど」 には事務所荒し、

出店荒しなどの侵入窃盗が含まれます。

※ 「万引き、 車上ねらい」 には置引き、 自動販

売機ねらいなどの非侵入窃盗が含まれます。

※ 「自動車盗など」 には自転車盗、 オートバイ盗

などの乗り物窃盗が

　含まれます。

 （令和８年２月末現在）

 春になると、林の中に⼩さくてかわいらしい花が咲きます。「春の妖精（スプリングエフェメラル）」と
呼ばれる花たちです。
 磐梯町では、ニリンソウ、キクザキイチゲ、カタクリなどを⾒ることができます。これらの花は、コナ
ラやミズナラなどの落葉広葉樹の林に育ちます。⽊々が葉を広げる前の、春のやわらかい⽇差しを受けて
花を咲かせます。⾍に受粉してもらい、種をつくると、夏前には地上から姿を消し、次の春に備えます。
 この花たちにとって⼤切なのは、春の光が地⾯まで届くことです。しかし近年、森林の⼿⼊れが少なく
なり、下草が⽣い茂ることで光が届きにくくなっています。
 昔は、下草は⽜のえさなどにも使われ、きれいに刈られていました。春の妖精
たちは、こうした⼈の営みとともに育ってきた花なのです。
 ⾝近な⾃然こそが、町の⼤切な魅⼒です。春の妖精を守り育て、⾝近な⾃然を
地域の宝として守ること。それも⼤切なネイチャーポジティブです。

キクザキイチゲ カタクリ

これもネイチャーポジティブ︕

「春の妖精」 （スプリングエフェメラル）

ニリンソウ

　磐梯町の 「春の妖精」
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局番
なし

消費者ホットライン

１
㔂 㕄 㕄

８８

ごみを減らそう！
磐梯町ごみ削減アクション

問い合わせ先

町民課 生活環境係

☎ 0242-74-1215

6 月 ・ 10 月 11 月小型家電回収 磐梯町サスティナブルタウンフェスタ

   令和７年度活動報告

９月４月
磐梯町 地球温暖化対策実行計画策定

（事務事業編 ・ 地域施策編）

「ボトル to ボトル」 水平リサイクルに

関する協定

 町⺠が⼀丸となって脱炭素社会の実現、地球温暖化対策を
推進し、豊かな⾃然環境を次世代に継承するため、磐梯町 地
球温暖化対策実⾏計画（事務事業編・地域施策編）を策定し
ました。

本計画は町ホームページからご覧いただけます。

◀磐梯町地球温暖化対策実⾏計画
（事務事業編・地域施策編）の公表について

 使⽤済みペットボトルを新たなペットボトルに⽣まれ変わ
らせる「ボトル to ボトル」⽔平リサイクに取り組んでいます。

町内外の企業や団体などが出展し、ゲームや展⽰など様々
な催しを実施しました。

リサイクル可能な⼩型家電やウエスとして利⽤できる古布
などを回収しました。

随時

随時

サスティナブルタウン推進戦略会議

コンポスト何でも相談室

 町のサスティナブルな活動
の中核になる町内横断会議で
す。
 ⽉１回開催し、町⻑、各課、
⺠間の有識者が町のサスティ
ナブルな取り組みの進捗確認
や検討を⾏っています。

 定期的にリオン・ドールコ
ミュニティスペースやオンラ
インでの主に⽶袋を
使ったコンポストの説
明・相談会を実施して
います。

⽔平リサイクルイメージ

 磐梯町ではこれまで、会津若松地⽅広域市町村圏
整備組合の焼却炉更新に合わせ、町⺠の皆様や町内
企業の皆様と⼀丸となって、燃やせるごみの削減に
取り組んできました。
 皆様のご協⼒のおかげで、2 ⽉末時点の⾒込みで
は、組合と約束した削減⽬標を無事に達成できる⾒
通しとなりました。⽇頃のご協⼒に、⼼より感謝申
し上げます。
 4 ⽉から「サスティナブルタウン推進戦略会議」
は「ネイチャーポジティブ推進戦略会議」へと進化
します。磐梯町の豊かな⾃然をより良い形で次世代
へつなぐための新しい挑戦です。詳細は次⽉号でお
知らせしますので、ぜひご注⽬ください。

ごみの減量目標達成へ！
4 月から 「ネイチャーポジティブ」

への挑戦が始まります。


